
厚木市住みよいまちづくり条例の改正方針に係る意見交換会 
 

意見交換会の名称 
 厚木市住みよいまちづくり条例の改正方針に係る意見交換

会 

開催日時 
 令和７年 11 月４日（火） 

午後７時 00 分から 午後８時 15 分まで 

開催場所  厚木市役所第二庁舎 16 階会議室 

参加者数  ４人 

担当課 
 都市みらい部都市計画課 

       開発指導課 

結果公開日 令和７年 11 月 17 日（月） 

会議の経過 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 厚木市住みよいまちづくり条例の改正方針について 

４ 意見交換 

５ 閉会 

 質問・意見の概要 市の考え方 

１ 

 厚木市の街並みが衰退しているよ

うに思われる。この現状をどのように

捉え、条例改正を通じて厚木市をどう

変えていこうとしているのか。 

 令和５年度に行った市民アンケー

トの結果から、地域の皆様が主体とな

ったまちづくりに興味はあるけれど

も、少子高齢化や地域の担い手不足等

により地域の活動に参加することが

難しいという状況が分かりました。こ

うした状況を踏まえ、地域まちづくり

協議会などに地域の皆様が参加しや

すくなる条例改正を目指していると

ころです。 

２ 

 このままでは厚木市が海老名市の

ベッドタウン化してしまうのではな

いかと危惧している。厚木市を 10 年

後、20 年後にどんな街にしていくつも

りなのか。 

 住みよいまちづくり条例の基本原

則に、「新たな魅力を創出」という表現

を盛り込みます。地域の個性や活力を

高めることで、市民の皆様の心に響く

ような新しい価値を創造し、本市にし

かない魅力が次世代に継承されてい

くような条例の改正を目指して作業

を進めております。 



３ 

 条文をより分かりやすく改正する

とのことだが、具体的にどういった内

容に修正するのか。 

 具体的な検討は今後行っていく予

定ですが、多くの方々に分かりやすい

表現にしてまいります。 

４ 

 基本原則で「環境基本計画の理念を

踏まえて」とあるが、環境基本計画の

理念とはどういうものなのか。 

 平成 30 年に厚木市環境基本条例が

施行され、「持続的な発展」という表現

が用いられたことに伴い、そうした考

え方を住みよいまちづくり条例にお

いても取り入れていくものです。 

５ 

 都市マスタープランが「まちづくり

基本計画」となり、再び「都市マスタ

ープラン」に戻った理由は何なのか。 

 厚木市住みよいまちづくり条例で

は、まちづくり基本計画という名称を

使用していますが、厚木市都市計画マ

スタープランがこれに相当するもの

として運用をしております。近隣自治

体の多くが条例上、都市マスタープラ

ンという名称を用いていることから、

本市においても都市マスタープラン

という名称に統一していくものです。 

６ 

 大規模土地取引における「5,000 ㎡

以上の土地」とは、一団の土地として

5,000 ㎡以上なのか、それとも複数の

土地の合計で5,000㎡以上ということ

なのか。 

 一団の土地として5,000㎡以上とな

ります。 

７ 

 ソーラーシェアリングのように屋

上緑化を実施し、その上に太陽光パネ

ルを設置する場合は、緑地の緩和がで

きるのか。 

 緑地の緩和は可能です。 



８ 

 緑地面積の緩和は、市街地の緑が減

少しても構わない、緑化よりも太陽光

パネルを優先すべきだという考え方

で、市民の緑化意識の低下につながる

のではないか。 

 開発に伴い、新たに設置する予定で

あった緑地がその分減ることになり

ますが、現在すでにある緑地が減少す

るわけではありません。市としては、

緑地の重要性は十分に認識している

一方で、脱炭素社会の推進も重要であ

ると考えております。今回の改正で

は、緑地面積の緩和は市街化区域に限

定し、自然環境を保全する必要がある

市街化調整区域には適用しない方針

としています。また、緑地面積への算

入については、緑地を大幅に減らすこ

とがないよう、「1/2 を超えない範囲」

と規定することで、緑地保全と太陽光

パネル普及のバランスを図ってまい

ります。 

９ 

 開発によって設置された太陽光パ

ネルが故障した場合、修理されること

なく放置される懸念がある。このよう

な事態に対する対応策はあるのか。 

 太陽光パネルは、屋根に設置するこ

とになりますが、事業者は発電された

電気を使用して事業活動を行います

ので、基本的に故障した太陽光パネル

は修繕していただけるものと想定し

ております。 

10 

 職員が外国のまちづくりを視察す

るなどして、今後の厚木市のまちづく

りに参考にすべきだと考える。 

 御意見として参考にさせていただ

きます。 

11 

 外国人居住者の増加に伴い、駅周辺

に国別エリアを設置し、「厚木に行け

ば世界の食と文化が体験できる街」を

目指してもよいのではないか。 

 御意見として参考にさせていただ

きます。 



12 

 鮎まつりや大道芸のような単発の

イベントではなく、駅周辺を「アイド

ルやストリートミュージシャンの聖

地」とすることなどを検討できない

か。 

 御意見として参考にさせていただ

きます。 

13 

 依知地区は、近隣にスーパーがな

く、高齢化も進み、買い物難民が増え

ている。移動販売を積極的に行うな

ど、高齢者に優しい施策を推進しても

らいたい。 

 御意見として参考にさせていただ

きます。 

14 

 依知地区は、圏央道の開通で物流拠

点が増加している。地元に利益が還元

されるよう、人が集まる施策を考えて

もらいたい。 

 御意見として参考にさせていただ

きます。 

15 

 厚木市では、鮎まつりや大道芸、あ

つぎミュージックフェスティバルな

ど、市外から訪れる人々により一時的

に盛り上がるイベントが多く開催さ

れているが、交通の利便性を向上さ

せ、現在厚木市に住んでいる市民の

方々がより快適に移動できる施策を

ぜひ検討していただきたい。 

 御意見として参考にさせていただ

きます。 

16 

 圏央道の厚木パーキングエリアは

立地条件が良く、集客力も高いが、十

分に活かしきれていない。開発するこ

とにより、多くの人を呼び込むことが

でき、地域住民にとってもプラスにな

ると思う。 

 御意見として参考にさせていただ

きます。 

 


